
外国人材日本語習得サポート事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和 37 年富山県規則第 10 号。以下「規

則」という。）第 21 条の規定に基づき、外国人材日本語習得サポート事業費補助金（以

下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「補助事業者」とは、県内に事務所を有している次の受入機関

をいう。 

 (1) 外国人を雇用している企業（中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１

項に規定する中小企業者に限る。）又は個人事業主 

(2) 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が 100 人以下である中小企業基本法

に規定する法人以外の法人（農事組合法人、漁業協同組合等） 

(3) 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律（平成 30年法律

第 102 号）第 19条の 23に規定する登録支援機関 

 (4) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28年法律

第 89 号）第２条第 10 項に規定する監理団体（同法の施行前にあっては、出入国管理

及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号）別表第１の２の表の技能実習の項の下欄に

規定する団体を含む。） 

２ この要綱において「補助事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

 (1) 補助事業者が雇用している外国人（以下「研修受講者」という。）に対し、自らが費

用の負担を行い又は他の者に委託して行う日本語研修等事業 

 (2) 研修機関等が実施する日本語研修等に研修受講者を参加させる事業 

 (3) 上記の(1)(2)に参加予定であったが当日参加できなかった研修受講者に使用教材を

配布する事業 

３ この要綱において「日本語研修等」とは別に定める条件を満たすものをいう。 

（補助金の交付） 

第３条 知事は、研修受講者の日本語能力等の向上を図るために、補助事業者が行う補助

事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。ただ

し、国若しくは県の他の補助金を現に受けて事業を実施している場合又は実施する予定

である場合は、この補助金の対象とならないものとする。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率並びに限度額は、次の表のとお

りとする。 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

補助事業に要する経費のうち、会場費、講師謝金、

講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、

補助対象経費の

２分の１以内 

150千円 

/一企業 



（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書（様式第１号）

を知事に提出するものとする。 

２ 前項の補助金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 補助事業者概要書（様式第３号） 

(3) 受託事業者概要書(様式第４号)(委託して補助事業を行う場合に限る。) 

(4) 収支予算書（様式第５号）  

(5) 見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料 

(6) 県内で雇用された外国人であることを証する書類（雇用契約書の写し、技能実習生

の管理簿の写し等） 

(7) 研修を行う講師の経歴が確認できる資料 

(8) 振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し（通帳１ページ目の見開き部分） 

(9) その他参考となる資料 

（補助金の交付決定） 

第６条 知事は、前条第１項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査

を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものと

する。 

（交付条件） 

第７条 規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更する場合においては、補助事業者

は、あらかじめ、変更承認申請書（様式第６号）を知事に提出し、その承認を受けるこ

と。ただし、次条に定める軽微な変更については、この限りでない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止（廃止）承認申請書（様式第

７号）を知事に提出し、その承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けること。 

(4) 補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算し

て５年間、保管すること。 

（軽微な変更） 

第８条 前条第１号ただし書の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

(1) 補助事業者を変更すること。 

(2) 事業の内容を変更すること。 

(3) 事業費の 20パーセント以上の変更をすること。 

通信料、印刷費、消耗品費、その他知事が適当と認

める経費 



（交付決定の取消し） 

第９条 知事は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則第 15条の規定により

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(2) 第７条各号に掲げる交付条件に違反したとき、又は同条第３号の知事の指示に従わ

なかったとき。 

（補助金の返還） 

第 10条 知事は補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されて

いるときは、規則第 16条第 1項の規定により、期限を定めてその返還を求めるものとす

る。 

（状況報告） 

第 11 条 補助事業者は、規則第 10 条の規定により知事から求めがあった場合は、補助事

業の遂行状況について、状況報告書（様式８号）を、知事に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第 12条 補助事業者は、当該交付決定に係る事業終了後、速やかに実績報告書（様式第９

号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付する資料は、次のとおりとする。 

(1) 事業実施報告書（様式第 10号） 

(2) 収支決算書（様式第 11号） 

(3) 支出の根拠を示す資料(領収書、振込明細の写し等) 

(4) その他参考となる資料（受講者の出席簿、配布資料等） 

（補助金の支払） 

第 13 条 知事は、規則第 13 条第１項の規定により、交付すべき補助金の額を確定したの

ち、当該補助金を支払うものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 14 条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報告しなければな

らない。ただし、消費税及び地方消費税額を補助対象経費に含めない場合は、この限り

でない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

 


